
　支払った社会保険料全額が控除額になります。

掛金

３

４　

　小規模企業共済法による第一種共済契約掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年

金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養

共済制度に基づき支払った掛金が対象です。支払った掛金全額が控除額になります。

　生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し

医療保険、介護保険を対象とした介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が新た

に設けられ、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額がそれぞれ3万5

千円から2万8千円に引き下げられています。

所得から差し引かれる金額に関する事項、

所得から差し引かれる金額）

15,000円以下

15,000円超40,000円以下

40,000円超70,000円以下

70,000円超

支払保険料等の全額

支払保険料等×1/2＋7,500円

支払保険料等×1/4＋17,500円

一律35,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等（旧契約）に係る生命保険料控除２

新契約と旧契約の双方について保険料控除の摘要を受ける場合の控除額3

生命保険料控除額4

小規模企業共済
等 掛 金 控 除
( 申 告 書 ⑭ 欄 ) 

社会保険料控除
( 申 告 書 ⑬ 欄 ) 



ひ と り 親 控 除

寡 婦 控 除

②ひとり親控除は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（総所得金額等が
48 万円以下）を有する単身者で、合計所得金額が 500 万円以下の人が受けられます。

①寡婦控除は、②のひとり親控除に該当しない人で次のいずれかに該当する人が受けられます。
　1．夫と死別、若しくは離婚した後婚姻していない人、夫の生死の明らかでない人で扶養親
　　 族を有し、合計所得金額が 500 万円以下の人
　2．夫と死別した後婚姻していない人、若しくは夫の生死の明らかでない人で、合計所得金
　　 額が 500 万円以下の人

※寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届 )」の記
　載があるものは対象外です。             

はい はい はい

はい

はい

死別

離別

未婚

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

②ひとり親控除

控除額：30 万円

①寡婦控除

控除額：26 万円

寡婦控除・ひとり親控除の適用確認フローチャート

適用なし
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（S29.1.1以前生まれ）
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　災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損害を受けたときに控除の対象

になります。

※病気の予防（予防接種等）や健康増進のための費用、美容整形の費用などは医療費控除の対象になりません。

総所得金額等の５％

セルフメディケーション税制 に係る

医療費控除額（最高8万8千円）

その年中に支払った

スイッチOTC医薬品購入費

保険金などで

補てんされる金額
1万２千円

※

＝ － －

※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。従来の医療費控除との選択制となっているため、併用はできません。

（H13. 1. 2～H17. 1. 1）

（S29.1. 1以前生まれ）


